
※地域貢献活動評価申請書の ※証明書有効期限3ヶ月がある為 → 5点
　 提出時期に合わせるため

→ ※初年度以降は毎年報告を ※証明書有効期限3ヶ月がある為 → 5点
　 していることは県が把握済

例）9月30日決算の会社の場合

経審日が12月中旬頃であれば
→ 10月以降で経審日の当日まで → 5点

経審日が12月中旬頃であれば、
→ 10月以降で経審日当日まで → 5点

※道路の愛護運動で経審の加点評価を得るためには、

①「道路の愛護運動に登録している事」及び②「活動実績を有している事」が必要になります。
　 その為、初年度については②が年度末の3月まで待っていると、経審日時点で活動実績を有しているかどうか不明である為、
　 初年度限定で、地域貢献活動評価申請書の提出に合わせて報告書を作成・提出します。

①　実施報告書の提出
道路の認定が…

最終目的必要な行為

②　地域貢献活動評価申請書の確認印受領 経審の加点

毎年3月初旬初年度以降の場合

3月初旬（年度末）

各会社の経審日以前3ヶ月以内 各会社の経審日以前3ヶ月以内

各会社の経審日以前3ヶ月以内

同左初年度の場合

初年度の場合 →

初年度以降の場合



別記様式第１号 

福岡県さわやか道路美化促進事業実績報告書  

 

      （ 団 体 の 場 合 ) 

 １．実 施 団 体 名                       

 

     （団体の場合は代表者住所） 

 ２ 住 所                       
       
      連 絡 先 電 話 番 号                       

 

     （団体の場合は代表者肩書及び氏名） 

 ３．氏 名                     印 

      （  担  当  者  ）                 （                           ） 

 

  ４．活 動 実 績 

活動年月日 活  動  箇  所 延  長 活  動  内  容 参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※翌月２０日までに、当月分の活動実績を記入して市町村に提出してください  

（３月分については４月１０日まで）。 


























































